
別紙２         
                                研修受講希望者用 

令和７年度下半期認定調査員新規研修(Ｗｅｂ研修)について 

 

１．概要 

  東京都における認定調査員新規研修は、ｅラーニング等を活用した研修形式により実

施しています。 

令和７年度下半期においては、引き続き下記４に定める期間、下記の研修形式により

実施するものとします。 

 

２．研修教材 

  原則、下記ＵＲＬからご自身でアクセスし、履修します。 

（１）「要介護認定 認定調査員テキスト２００９改訂版」 

    https://nintei.net/researcher_text/ 

    冊子を希望の場合は申込みをした区市町村にご相談ください。 

 （２）厚生労働省要介護認定適正化事業ＨＰ研修動画 

   ・「認定調査の基本的な考え方」講義動画（認定調査員能力向上研修会／東京会場（平

成２６年７月１６日）の講義模様、１時間２４分５０秒） 

   ・「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」解説動画（２０分１０秒） 

   ・ｅラーニングに収載されている動画（１時間１１分５０秒）※ 

    https://nintei.net/material1/ 

    ※ｅラーニングシステムの「学習教材」にも同じ教材が収載されています。 

 （３）認定調査員向けｅラーニングシステム 

    https://yokaigo-nintei.learning-

ware.jp/sales/apply/top?id=9f6bc49fa5e40b2a60658314d2c0dbc373740df51421c

8cc0ac789efb83e1272 

 

３．受講方法 

 （１）受講を希望する方は、区市町村に対して受講を申し込みます。（申し込み方法

は、それぞれの区市町村の介護認定所管窓口にご確認ください。） 

 （２）区市町村から「厚生労働省認定調査員向けシステム 認定調査員マニュアル」、

及び別紙３に基づくアンケートデータを受け取ります。 

 （３）マニュアル等受領後、マニュアルに基づきｅラーニングのアカウント登録を行

い、ログインＩＤ及びパスワードを取得します。 

（４）ログインＩＤ及びパスワードの取得後、２の「研修教材」について、次の順番で

履修します。 

 

 



   ①２（１）の認定調査員テキストを読み込み、記載内容を理解します。 

    ↓ 

   ②２（２）で指定する動画を全て視聴し、内容を理解します。 

    ↓ 

   ③２（３）の認定調査員向けｅラーニングシステムに収載されている「問題集」の

うち、次の３つの問題をシステム上で回答します。 

    ・アンケート 

     ↓ 

    ・全国テスト 

     ↓ 

    ・問題集 初学者問題集 

（５）受講した方は研修教材を履修後、「認定調査員向け講座」のページでご自身の履修

結果として、①ご自身の氏名が右上に記載されていること、②「アンケート」、「全国

テスト」、「問題集 初学者問題集」の履修評定の結果に『✔』（チェックマーク）が

入っていることを確認し、スクリーンショットに保存します（「別添_研修修了後のｅ

ラーニング結果の区市町村への報告」を参照）。 

（６）受講等を完了した方は、区市町村から示されている所定の方法で、区市町村へ受

講報告をしていただきます。（受講の報告方法等については、区市町村の介護認定

所管窓口にご確認ください。） 

（７）受講報告を受けた区市町村は受講結果を東京都に報告します。報告を受けた東京

都は受講修了を確認の上、研修修了者名簿に登載します。区市町村を経由して送付

した研修修了証をもって調査が可能となりますが、東京都で研修修了者名簿の登録

が済みましたら認定調査員としての資格は有するため、お急ぎの場合は区市町村通

して名簿登録のご確認をお願いいたします。 

 （８）研修修了者名簿への登載後、東京都は必要に応じて区市町村を通じ、研修内容を

補足する研修資料をお配りします。今後の認定調査に関する知識・技能向上のため

の学習や、認定調査の実務の中で活用してください。 

 

４ 研修期限 

  区市町村からの受講修了報告は令和８年３月１９日までとし、研修受講者はその間に

受講を修了し、区市町村から東京都に受講報告があったものを受講修了対象とします。

ただし、区市町村が上記期限の範囲内で、個別に期限を定める場合は、その期限を優先

します。 

  （区市町村の運用については、区市町村介護認定所管窓口にご確認ください。） 

 

 



５ その他 

（１）本通知に係る取扱いは、今後の国の通達及び社会情勢等により変更することがあ

ります。変更する場合には、別途通知します。 

 （２）研修に関してご不明な点や確認事項がある場合は、区市町村の介護認定所管部署

までお問い合わせください。 

 

 

 

                   ＜担当＞ 

東京都福祉局高齢者施策推進部 

介護保険課保険者支援担当 岸川、浅井 

電 話：03-5000-7703 
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